
　

固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会
委
員
の
任
期
満

了
に
伴
い
、
矢
田
部
守

氏（
松
ヶ
丘
在
住
）の
再

任
に
同
意
し
ま
し
た
。

　

副
町
長
の
任
期
満
了

に
伴
い
、藤
野
敏
氏（
熊

井
在
住
）
の
再
任
に
同

意
し
ま
し
た
。

固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会
委
員
に

矢
田
部
　
守 

氏

副
町
長
に

藤
野
　
　
敏 

氏

農
業
委
員
会
委
員
に
10
人
を
任
命

　

新
た
な
農
業
委
員
を
任
命
す
る
こ
と
に
同
意
し

ま
し
た
。

　

新
た
に
農
業
委
員
会
委
員
に
任
命
さ
れ
た
皆
さ

ん
。

　

後
列
左
か
ら
金
井
幸
雄
氏
（
須
江
）、
中
原
哲

彦
氏
（
松
ヶ
丘
）、
小
鷹
隆
石
氏
（
熊
井
）、
石
井

利
幸
氏
（
赤
沼
）、
小
林
三
千
雄
氏
（
赤
沼
）。

　

前
列
左
か
ら
戸
口
英
子
氏
（
奥
田
）、
恩
田
政

行
氏
（
泉
井
）、
金
子
茂
雄
氏
（
大
豆
戸
）、
飯
島

千
春
氏
（
大
橋
）、
根
岸
郁
子
氏
（
熊
井
）。

鳩山町議会基本条例�前文
　地方議会は二元代表制の下、執行機関との
健全な緊張関係を保持しながら、立法機能及
び監視機能を十分発揮し、もって地方自治の
本旨の実現を目指さなくてはならない。地方
分権の時代にあって議会の役割の重要性は更
に高まっており、議会と議員の更なる改革と
成長が求められている。
　そのために鳩山町議会は、これまでも議会
改革に取り組んできた。議会と議員は、町民
からの信頼に応えるため、積極的な情報の公
開を通じて説明責任を果たし、議会諸活動へ
の町民の参加のもと、議員相互の自由かっ達
な議論を展開しながら、町政の課題を明らか
にして、政策立案及び提言を積極的に行って
いかなければならない。
　これを達成するため、また、これまで積み
重ねてきた改革への取組を確かなものとする
ため、同時に議会及び議員の責務を自覚しな
がら、町民の負託に応えられる議会を目指し
ていくことを決意し、この条例を制定する。

条例のここがポイント！

１��請願者は全員協議会等で説明できます。

２�議会報告会を開催します。

３��町長等は論点整理のために反問できます。

４�議員間自由討議を行います。

５��政務活動費の収支報告を公開します。

６��災害時、町長等と連携して対応します。

　鳩山町議会では、これまでも議会改革を検討し、
実践してきました。これからの議会のあり方につい
て、何度も議論を重ね、議会基本条例としてまとめ
ました。
　この条例を活かして、議会のチェック機能を高め、
住民の皆さんとともに考え、提案する議会をつくり
あげていきます。

鳩山町議会基本条例を制定しました
さらに議会が変わる！皆さんと一緒に暮らしを変える！
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